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北海道厚生局

地方厚生（支）局とは

地方厚生（支）局は、平成13年に厚生労働省が所掌する事務の一部を移管して、全国に7局1支局設
置されている厚生行政の実施機関です。地域において、国民の皆様に最も身近な医療、福祉、保険など
の社会保障政策を実施しています。

地方厚生（支）局の管轄地域

内部部局 施設等機関
・検疫所

・国立ハンセン
病療養所等

審議会等
・社会保障審議会

・中央社会保険
医療協議会等

地方支分部局
・地方厚生（支）局

・都道府県労働局

中央労働
委員会

厚生労働省
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総務部門

総務課

総務課は、北海道厚生局の庶務業務のほか、職員の採用など幅広い業務を行っています。

主な業務内容

・職員の給与の支払いなどの庶務業務 ・職員の採用

・行政文書の開示 ・個人情報の保護

・医師等の各種国家試験に関する調整

企画調整課

企画調整課は、北海道厚生局が行う所掌事務に関する総合的な企画調整のほか、広報業務や
局内研修の実施、北海道地方社会保険医療協議会の運営などを行っています。

主な業務内容

・組織目標、事業計画の策定
・北海道厚生局のホームページや公式SNSの管理
・パンフレット、事業年報の作成
・ホームページに寄せられる「国民の皆様の声」（ご意見、ご要望）への対応
・局内研修等の企画
・北海道地方社会保険医療協議会の運営

会計課

会計課は、厚生局の事業に必要な物品の購入、役務、賃貸借などの契約及び支払、旅費の支
給、物品の管理、国有財産の管理などの業務を担当しており、これにより各部署が実施する事
業を支えています。

主な業務内容

・物品購入等の契約事務（入札業務を含む）及び支払事務、旅費の支給事務などの予算執行

業務

・物品の管理業務

・国有財産の管理業務

北海道厚生局の主な業務

地域社会を支える事業

行動指針

・医療の安全に関する取組の普及・啓発
・医師等の各種国家試験に関する調整
・薬物乱用防止の普及・啓発

私たちは業務を行うにあたり、次に掲げる指針に基づき、行動します。

●高い倫理観をもって公正・公平に職務を遂行します。
●国民と時代の要請に応じた行政サービスを提供します。
●国民一人ひとりの立場に立って考え、行動します。
●わかりやすい言葉で広く情報を提供し、開かれた行政を目指します。

～～～～～～～～～～～～～～ひひひひひひひひひひととととととととと、、、、、、、くくくくくくくくくららららららららしししししし、、、、、、、みみみみみみみみみみみみららららららららいいいいいいいいいいののののののののののののたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめめめにににににににににににに～～～～～～～～～～～～～
厚生労働省のキャッチフレーズです。

現在だけでなく未来にわたって、人や暮らしを守る役割を
担っているということを簡潔に表現しています。

・麻薬及び薬物等の取締り
・年金給付等の決定（処分）に係る

審査請求の対応

・年金記録の訂正請求に係る対応

地方自治体への支援・連携

・補助金等（就学前教育・保育施設整備交付金
等）の交付

・国民年金事務取扱交付金等の審査

・地域医療構想等の支援
・生活保護制度に係る法施行事務指導
・地域包括ケアシステムの構築の支援

事業者等の指導・監督

・輸出水産食品及び輸出食肉等の認定施設の査察
・保険医療機関等及び保険医等の指導・監査

・健康保険組合及び企業年金基金の指導・監査
・栄養士等の各種養成施設等の指定・監督
・生活保護法指定医療機関の指導・検査
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年金審査課

年金審査課は、厚生年金保険及び国民年金の被保険者等から提出された年金記録の訂正請求
に関する事務・調査、北海道地方年金記録訂正審議会の運営などを行っています。

主な業務内容

Ｃｄ

《年金記録の訂正請求の流れ》

・厚生年金保険及び国民年金の記録の訂正請求に関する事務
・厚生年金保険及び国民年金の記録の訂正請求に関する調査事務
・北海道地方年金記録訂正審議会の運営

年金管理課

年金管理課は、市町村が行う国民年金等事務に対する交付金の審査に関する業務を行うほか、
日本年金機構が厚生年金保険法等に定められた公権力を行使する場合の事前認可等を行ってい
ます。

主な業務内容

Ｃｄ
・市町村へ交付する国民年金等事務費交付金の審査事務
・市町村へ交付する年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金の審査事務
・日本年金機構に対する各種認可（滞納処分、徴収・収納職員、立入検査）
・年金委員の委嘱・解嘱及び大臣表彰に関する事務
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健康福祉課

健康福祉課は、地域の皆様が安心して暮らすための健康福祉サービスが提供されるよう、生
活環境や社会福祉基盤の整備に関して、各市町村が設置する健康・福祉に関わる施設の整備や
物品の購入、手当の交付に必要な経費の一部の交付等健康福祉に関する幅広い業務を行ってい
ます。

主な業務内容

健康福祉部

１．生活保護法などの施行事務指導・監査、健康福祉関係補助金等の
交付事務

生活保護法医療扶助関係や児童扶養手当法に基づく自治体への事務指導・監査等や保
護施設に対する指導・監査を行うとともに、健康福祉関係の補助金等の交付や生活保護
法指定医療機関の指導等を通じて生活環境や社会福祉基盤の整備に取り組んでいます。

【所管している補助金等】   
①保健衛生施設等施設・設備整備費補助金
②就学前教育・保育施設整備交付金
③社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
④地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 等

２．各種養成施設の指定・指導監督

管内の養成施設の指定・取消、学則等の変更承認・届出等について、指定基準等との
適合審査を行うとともに、指定を受けた養成施設の関係法令等の遵守状況など適切な管
理・運営の確保を目的とした定期的又は臨時の実地調査等を行っています。

３．病原体等所持施設の監督

管内の三種病原体等（※）の所持者からの届出の受付や、三種病原体等所持施設等へ
の立入検査により基準の遵守等の確認を行っています。
（※）生物テロに使用されるおそれのある病原体及び毒素であって、病原性や国民への

生命及び健康に与える影響等を鑑み危険度の高さに応じて一種～四種に分類。

４．介護・医療・食品分野等に係る経営力向上計画の認定

「経営力向上計画」とは、人材育成や財務内容の分析、マーケティングの実施、ＩＴ
の利活用、生産性向上のための設備投資等、自社の経営力を向上するために実施する計
画で、医療分野や介護分野、食品分野等、厚生労働省が所管する事業（労働分野を除
く）の経営力向上計画の認定事務を行っています。

社会保険審査官室

社会保険審査官室は、社会保険制度の適正な運営の確保を目的とし、健康保険法、厚生年金
保険法、国民年金法等に基づいた保険・年金給付等の処分決定に係る審査請求業務を行ってい
ます。

主な業務内容

・健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び

全国健康保険協会等が行った決定（処分）に対する審査請求に係る業務

保険/年金給付・資格等に関する処分 厚生年金保険料等に関する処分

被 保 険 者 ・ 受 給 者 事 業 主 ・ 被 保 険 者

北 海 道 厚 生 局 社 会 保 険 審 査 官

社 会 保 険 審 査 会 （ 厚 生 労 働 省 ）

（受付後の流れ） 要 件 審 理

容 認 棄 却

却 下受 理

《審査請求の流れ》

更に不服がある場合

（２か月以内）

処分に不服がある場合

（3か月以内）

処分に不服がある場合

（3か月以内）

※ 訴訟は、社会保険審査会（厚生労働省）の再審査請求を経なくても、

社会保険審査官の決定後に提起することができます。

審 理
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の利活用、生産性向上のための設備投資等、自社の経営力を向上するために実施する計
画で、医療分野や介護分野、食品分野等、厚生労働省が所管する事業（労働分野を除
く）の経営力向上計画の認定事務を行っています。

社会保険審査官室

社会保険審査官室は、社会保険制度の適正な運営の確保を目的とし、健康保険法、厚生年金
保険法、国民年金法等に基づいた保険・年金給付等の処分決定に係る審査請求業務を行ってい
ます。

主な業務内容

・健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構及び

全国健康保険協会等が行った決定（処分）に対する審査請求に係る業務

保険/年金給付・資格等に関する処分 厚生年金保険料等に関する処分

被 保 険 者 ・ 受 給 者 事 業 主 ・ 被 保 険 者

北 海 道 厚 生 局 社 会 保 険 審 査 官

社 会 保 険 審 査 会 （ 厚 生 労 働 省 ）

（受付後の流れ） 要 件 審 理

容 認 棄 却

却 下受 理

《審査請求の流れ》

更に不服がある場合

（２か月以内）

処分に不服がある場合

（3か月以内）

処分に不服がある場合

（3か月以内）

※ 訴訟は、社会保険審査会（厚生労働省）の再審査請求を経なくても、

社会保険審査官の決定後に提起することができます。

審 理
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食品衛生課

食品衛生課は、輸出食品取扱施設の認定や施設に対する査察、衛生証明書の発行を行ってお
り、日本の食品を世界中で安心して食べていただけるよう輸出促進の一翼を担っています。ま
た、登録検査機関の登録や監督、健康食品等の虚偽誇大広告の監視・指導及び広域食中毒の対
策など、食の安全と安心を確保するための役割も担っています。

主な業務内容

輸出食肉取扱施設の査察の様子

・農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（輸出促進法）に基づく輸出水産食品取扱
施設の認定、査察及び衛生証明書の発行

・輸出促進法に基づく食肉等輸出施設の認定及び査察
・食品衛生法に基づく登録検査機関の登録及び監督
・食品衛生法に基づく広域食中毒事案に係る広域連携協議会の運営
・健康増進法に基づく食品の虚偽誇大広告等の監視・指導

輸出水産食品取扱施設の査察の様子

海外査察対応の様子

医事課

医事課は、医療安全に関する取組の普及など幅広い業務を行っています。

主な業務内容

◎医療安全に関するワークショップ
有床医療機関の医療安全管理者を対象に、医療安全対策に関する知識等の修得を目的とし

た「医療安全に関するワークショップ」（講演・討議等）を開催し、医療安全管理者等の資
質の向上・医療の安全性の向上を図っています。

・医師及び歯科医師の臨床研修修了登録証交付に係る手続き
・歯科医師臨床研修病院の指定に係る審査・指導
・行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施
・看護師の特定行為研修の指定研修機関の指定に係る審査及び指導並びに適正な特定行為研

修の実施体制の確保
・医療の安全に関する取組の普及・啓発
・再生医療等の安全性の確保
・特定臨床研究に係る実施計画の受付
・生物学的製剤、放射性医薬品等の医薬品及び再生医療等製品の製造業等の許可
・医療観察法による決定の執行、指定医療機関の指定及び指導
・地域医療構想等の支援

医療安全に関するワークショップの様子（オンライン開催時）
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医事課は、医療安全に関する取組の普及など幅広い業務を行っています。
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◎医療安全に関するワークショップ
有床医療機関の医療安全管理者を対象に、医療安全対策に関する知識等の修得を目的とし

た「医療安全に関するワークショップ」（講演・討議等）を開催し、医療安全管理者等の資
質の向上・医療の安全性の向上を図っています。

・医師及び歯科医師の臨床研修修了登録証交付に係る手続き
・歯科医師臨床研修病院の指定に係る審査・指導
・行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施
・看護師の特定行為研修の指定研修機関の指定に係る審査及び指導並びに適正な特定行為研

修の実施体制の確保
・医療の安全に関する取組の普及・啓発
・再生医療等の安全性の確保
・特定臨床研究に係る実施計画の受付
・生物学的製剤、放射性医薬品等の医薬品及び再生医療等製品の製造業等の許可
・医療観察法による決定の執行、指定医療機関の指定及び指導
・地域医療構想等の支援

医療安全に関するワークショップの様子（オンライン開催時）
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保険年金課

保険年金課は、健康保険制度・企業年金制度等の健全かつ円滑な運営に取り組んでいます。

主な業務内容

Ｃｄ

使ってみよう！
マイナ保険証

□ 健康保険組合

企業が単独で、又は同業種の企業が共同で、従業員やその家族に対

し保険給付を行うために、厚生労働大臣の認可を受けて設立した

公法人です。北海道厚生局では道内14組合を所管しています。

□ 全国健康保険協会

略称は「協会けんぽ」で、被用者保険のうち健康保険組合や共済組

合に加入していない者に対し保険給付を行っている公法人です。

各都道府県に支部が設置されており、北海道厚生局では１支部を

所管しています。

□ 確定給付企業年金

事業主が従業員の同意を得て年金規約を作成し、それに基づき

年金資金の管理・運用や年金給付が行われる年金制度です。

□ 確定拠出年金（企業型）

事業主が拠出した掛金（規約により従業員が上乗せして拠出する

ことも可能）を、従業員が自らの責任において運用の指図を行い、

掛金とその運用収益の合計額を基に給付が決定される年金制度です。

医療保険を運営する機関に関する業務
・健康保険組合に関する規約（変更）の認可、公法人証明、実地監査

・全国健康保険協会支部に関する立入検査などの認可、報告の徴収

国の年金に上乗せして給付を行う企業年金に関する業務

・確定給付企業年金に関する規約（変更）の認可及び承認、公法人証明、実地監査

・確定拠出年金（企業型年金に限る）に関する規約（変更）の承認、指導・監督

地域包括ケア推進課

地域包括ケア推進課は、地域包括ケアシステム構築の推進を目的として、情報収集・発信、
各施策の普及・啓発など、市町村への支援を行う北海道に対して、支援業務を行っています。

主な業務内容

地域包括ケアシステムについて

地域包括ケアシステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた
地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介
護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいいます。

地域づくり加速化事業による市町村支援の様子

・地域づくり加速化事業
厚生労働省では、介護予防日常生活支援総合事業

の実施や、総合事業等を通じた地域づくりを推進す
るため、各分野に知見を有するアドバイザーを市町
村に派遣し、伴走的支援などを行う「地域づくり加
速化事業」を実施しています。

・地域支援事業に関する業務（実施状況の把握、助言、支援）
・認知症施策に関する業務（普及・啓発、各種事業の実施状況の把握、助言、支援）
・地域包括ケアシステム等の普及・啓発、推進支援
・高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施の推進（実施状況の把握、助言、支援）
・地域包括ケアシステムの構築に関する補助金等の交付に関する業務

（地域支援事業交付金、地域医療介護総合確保基金（介護分）、後期高齢者医療特別調整交付金）
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保険年金課

保険年金課は、健康保険制度・企業年金制度等の健全かつ円滑な運営に取り組んでいます。

主な業務内容
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使ってみよう！
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し保険給付を行うために、厚生労働大臣の認可を受けて設立した
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事業主が拠出した掛金（規約により従業員が上乗せして拠出する

ことも可能）を、従業員が自らの責任において運用の指図を行い、

掛金とその運用収益の合計額を基に給付が決定される年金制度です。

医療保険を運営する機関に関する業務
・健康保険組合に関する規約（変更）の認可、公法人証明、実地監査

・全国健康保険協会支部に関する立入検査などの認可、報告の徴収

国の年金に上乗せして給付を行う企業年金に関する業務

・確定給付企業年金に関する規約（変更）の認可及び承認、公法人証明、実地監査

・確定拠出年金（企業型年金に限る）に関する規約（変更）の承認、指導・監督

地域包括ケア推進課

地域包括ケア推進課は、地域包括ケアシステム構築の推進を目的として、情報収集・発信、
各施策の普及・啓発など、市町村への支援を行う北海道に対して、支援業務を行っています。

主な業務内容

地域包括ケアシステムについて

地域包括ケアシステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた
地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介
護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいいます。

地域づくり加速化事業による市町村支援の様子

・地域づくり加速化事業
厚生労働省では、介護予防日常生活支援総合事業

の実施や、総合事業等を通じた地域づくりを推進す
るため、各分野に知見を有するアドバイザーを市町
村に派遣し、伴走的支援などを行う「地域づくり加
速化事業」を実施しています。
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（地域支援事業交付金、地域医療介護総合確保基金（介護分）、後期高齢者医療特別調整交付金）
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保険診療のしくみと北海道厚生局及び保険医療機関等との関係

【保険医療機関等とは】
厚生労働大臣の指定を受けて、健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入してい

る被保険者（患者）に対して保険診療を行う病院、診療所及び調剤薬局などをいいます。

【診療報酬とは】
医療保険に加入している被保険者（患者）が、病気やけがで保険医療機関等にかかっ

た場合の医療費のことを診療報酬といいます。
被保険者（患者）は窓口で一部負担金を支払い、残りの費用については、保険医療機

関等が保険者に請求して受け取る方式となっています。保険医療機関等からの請求につ
いては、全ての診療行為を点数で表した診療報酬点数表に基づき、医療費を１点10円
で計算しています。

保険医療機関等が提供する診療サービスのうち、医療保険制度の対象となる診療を保
険診療といいます。保険診療の費用は、被保険者（患者）が一部負担金を支払うほか、
保険医療機関等の請求に基づき、保険者（保険制度の運営者）から診療報酬が支払われ
ます。

保険医療機関等からの請求については、審査支払機関で審査が行われ、適正と認めら
れたものが、診療報酬として保険者から審査支払機関を経由して保険医療機関等に支払
われます。

管理課

管理課は、指導部門の業務に関する総合調整を行っているほか、北海道、道内の市町村及び
北海道後期高齢者医療広域連合への助言等を行っています。

主な業務内容

Ｃｄ

指導部門

医療課

医療課は、保険診療の質的向上や医療費の適正化を目的として、保険医療機関及び保険薬
局（以下「保険医療機関等」という。）並びに保険医及び保険薬剤師（以下「保険医等」と
いう。）に対する指導・監督等を行っています。

主な業務内容

・医療保険の指導業務に関する総合調整
・医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明業務
・特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明業務
・後期高齢者医療広域連合が行う業務、市町村が行う後期高齢者医療制度に関する業務に対

する助言
・国民健康保険の保険者が行う業務に対する助言、国民健康保険団体連合会が行う業務（介

護保険事業関係業務等を除く。）に対する指導・監督
・社会保険診療報酬支払基金が行う業務（介護保険事業関係業務等を除く。）に対する監督

・保険医療機関等、保険医等、指定訪問看護事業者、その他医療保険事業の療養担当者に対
する指導・監督

・保険医療機関等の指定、保険医等の登録並びに指定訪問看護事業者の指定
・特定機能病院及び臨床研究中核病院に対する立入検査

調査課

調査課は、保険医療機関等及び保険医等への指導等を効率的に行うための情報の管理及び分
析に関することや指導部門の保有する情報の公開に関する調整等を行っています。

主な業務内容

・保険医療機関等、保険医等、指定訪問看護事業者、その他の医療保険事業の療養担当者に
係る調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供業務

・指導部門の保有する情報の公開の調整業務
・指導部門の所掌事務に係る訴訟業務
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保険診療のしくみと北海道厚生局及び保険医療機関等との関係
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【診療報酬とは】
医療保険に加入している被保険者（患者）が、病気やけがで保険医療機関等にかかっ

た場合の医療費のことを診療報酬といいます。
被保険者（患者）は窓口で一部負担金を支払い、残りの費用については、保険医療機

関等が保険者に請求して受け取る方式となっています。保険医療機関等からの請求につ
いては、全ての診療行為を点数で表した診療報酬点数表に基づき、医療費を１点10円
で計算しています。

保険医療機関等が提供する診療サービスのうち、医療保険制度の対象となる診療を保
険診療といいます。保険診療の費用は、被保険者（患者）が一部負担金を支払うほか、
保険医療機関等の請求に基づき、保険者（保険制度の運営者）から診療報酬が支払われ
ます。

保険医療機関等からの請求については、審査支払機関で審査が行われ、適正と認めら
れたものが、診療報酬として保険者から審査支払機関を経由して保険医療機関等に支払
われます。

管理課

管理課は、指導部門の業務に関する総合調整を行っているほか、北海道、道内の市町村及び
北海道後期高齢者医療広域連合への助言等を行っています。

主な業務内容

Ｃｄ

指導部門

医療課

医療課は、保険診療の質的向上や医療費の適正化を目的として、保険医療機関及び保険薬
局（以下「保険医療機関等」という。）並びに保険医及び保険薬剤師（以下「保険医等」と
いう。）に対する指導・監督等を行っています。

主な業務内容

・医療保険の指導業務に関する総合調整
・医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明業務
・特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明業務
・後期高齢者医療広域連合が行う業務、市町村が行う後期高齢者医療制度に関する業務に対

する助言
・国民健康保険の保険者が行う業務に対する助言、国民健康保険団体連合会が行う業務（介

護保険事業関係業務等を除く。）に対する指導・監督
・社会保険診療報酬支払基金が行う業務（介護保険事業関係業務等を除く。）に対する監督

・保険医療機関等、保険医等、指定訪問看護事業者、その他医療保険事業の療養担当者に対
する指導・監督

・保険医療機関等の指定、保険医等の登録並びに指定訪問看護事業者の指定
・特定機能病院及び臨床研究中核病院に対する立入検査

調査課

調査課は、保険医療機関等及び保険医等への指導等を効率的に行うための情報の管理及び分
析に関することや指導部門の保有する情報の公開に関する調整等を行っています。

主な業務内容

・保険医療機関等、保険医等、指定訪問看護事業者、その他の医療保険事業の療養担当者に
係る調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供業務

・指導部門の保有する情報の公開の調整業務
・指導部門の所掌事務に係る訴訟業務
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長

会計課

麻薬取締部

麻薬取締部は、刑事訴訟法に基づく司法警察員として薬物犯罪の捜査を行っています。加え
て、医療用麻薬等の乱用による保健衛生上の危害を防止するため、正規流通の指導・監督を実
施しています。薬物乱用者の社会復帰を目的とした支援や、青少年等に対する薬物乱用防止啓
発活動にも取り組んでいます。

主な業務内容

麻薬取締部

・麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、
麻薬特例法、医薬品医療機器等法の違反に対する捜査活動

・医療用麻薬、覚醒剤原料、向精神薬等の輸出入、製造、流通関連の許認可等や各取扱関
係者に対する監視・指導

・「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」や「薬物乱用防止教室」、自生大麻・けしを除去
する「不正大麻・けし撲滅運動」の実施

・麻薬、覚醒剤、大麻等の乱用者本人やその家族及び知人等に対する面談等を通じた支援

覚醒剤 大麻 危険ドラッグ

薬物犯罪の捜査・取締り 薬物乱用防止教室

０１１-７２６-１０００

「麻薬・覚醒剤」相談電話番号
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北海道厚生局の所在地・連絡先

●札幌第１合同庁舎

〒０６０－０８０８ 北海道札幌市北区北８条西２丁目１－１

TEL ０１１－７０９－２３１１（代表）

８階

●総務課 ●健康福祉課
●会計課 ●医事課
●企画調整課 ●食品衛生課
●年金管理課 ●地域包括ケア推進課
●社会保険審査官室 ●保険年金課

３階

●麻薬取締部

●管理課
●医療課
●調査課
●年金審査課

TEL ０１１－７２６－３１３１

TEL ０１１－７９６－５１５５
TEL ０１１－７９６－５１０５
TEL ０１１－７９６－５１５９
TEL ０１１－７０９－２３１１（代表）

FAX ０１１－７０９－２７０３

６階

FAX ０１１－７９６－５１３３

※駐車場は台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

MAP

FAX ０１１－７０９－８０６３
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https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/

X YouTube

https://x.com/kousei_hokkaido
https://www.youtube.com/channel/

https://www.ncd.mhlw.go.jp/
UCcEk_R_0muz2Qg6N-UdFwQA

(2026 6 )

https://www.youtube.com/channel/UCcEk_R_0muz2Qg6N-UdFwQA

